
【機密性2】

仙高裁総第218号

令和5年4月3日

管内地方裁判所長殿
､

管内家庭裁判所長殿

1

仙台高等裁判所長官森 純子

仙台高等裁判所管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合

せの開催について（通達）

標記の事務打合せを別紙の要領によって開催しますので、出席してください。
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【機密性2】
し

』

(別紙）

仙台高等裁判所管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合せ開催要領

主催

仙台高等裁判所

日時 ．

5月15日 （月）午前9時30分から午後3時00分まで

1

2

3場所′

仙台高等裁判所第5会議室（5階）

4協議事項

（1） 当面の司法行政上の諸問題について

（2） その他

ー

出席者

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長

5

↓



【機密性2】

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合せ

令和5年5月15日(月)9:30~

仙台高等裁判所第5会議室(5階）

(秋田地家裁）
見米所長

○

(青森地家裁）
加藤所長

○

窓

○中平所長
(山形地家裁）

－山田所長○

（盛岡地家裁）
出入口

「
○入江所長
(仙台家裁）

浦野所長○
(福島家裁）

○佐々木所長
(仙台地裁）

相澤所長○
(福島地裁）
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【機密性2】

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合せ(昼食会）

令和5年5月15日(月)12:OO~

仙台高等裁判所第1会議室(8階）
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【機密性2】
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管内地方裁判所長殿

､

管内家庭裁判所長殿

仙台高等裁判所長官菅野雅之

仙台高等裁判所管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合 、

せの開催について（通達）

標記の事務打合せを別紙の要領によって開催しますので、出席してください。

〆



(別紙）

仙台高等裁判所管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合せ開催要領

1 主催

仙台高等裁判所

2期日

7月18日 （火）及び19日 （水）

3場所

仙台高等裁判所

4協議事項

(1) 当面の司法行政上の諸問題について

（2） その他

5 出席者

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長

6 日程

7月18日

(火）

9:30～1l:50

個別協議

13:10～15:40

個別協議

15:50～17:00

全体協議

7月19日

(水）

10:00～1l:00

個別協議



【機密性2】

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合せ

令和5年7月18日(火)開催

仙台高等裁判所第1会議室

菅
野
長
官
○

根
崎
局
長

○加藤所長
(福島地裁）

佐々木所長○
（仙台地裁）

○森田所長
(福島家裁）

出入口
入江所長○
(仙台家裁）

○浦野所長
(盛岡地家裁）

中平所長○
(山形地家裁）

○古田所長
(青森地家裁）

○カメラ

出入口

PC モニター



【機密性2】

仙高裁総第806号
I

令和5年10月18日

管内地方裁判所長殿

管内家庭裁判所長殿

仙台高等裁判所長官菅野雅之

仙台高等裁判所管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合

せの開催について（通達） ．

標記の事務打合せを別紙の要領によって開催しますので、出席してください。
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(別紙）

仙台高等裁判所管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合せ開催要領

1 主催

仙台高等裁判所

2期日

12月4日 （月）

3 開催方法

全体協議については、全庁仙台高等裁判所に参集の上、開催する。

個別協議については、対面式又はウェブ会議での開催とし、いずれとするかは

別途連絡する。

4協議事項

(1) 当面の司法行政上の諸問題について

（2） その他

5 出席者

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長

6 日程

12月4日

(月）

9:30～1l:50

個別協議

13:10～15:20

個別協議

15:30～17:00

全体協議



【機密性2】

管内地方裁判所長及び家庭裁判所長事務打合せ

令和5年12月4日(月)開催

仙台高等裁判所第1会議室

菅
野
長
官
○

根
崎
局
長

○

○加藤所長

(福島地裁）
佐々木所長○
（仙台地裁）

○森田所長

(福島家裁）
小森田所長○
（仙台家裁）

出入口

中平所長○
(山形地家裁）

L)浦野〃T這

諄岡弛家憲

○

見米所長
(秋田地家裁）

○

＃田F

出入


